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長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
軽
減
税
率
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
軽
減
税
率
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

平
成
二
十
九
年
四
月
に
消
費
税
率
を
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
中
、
今
般
、
社
会
保
障
の
安
定

財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法

律
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
号
ロ
に
基
づ
く
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
う
低
所
得
者
へ
の
配
慮
と
し
て
、
飲
食
料
品
の
譲
渡

（
食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
に
規
定
す
る
食
品
（
酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
に
規
定
す

る
酒
類
を
除
く
。
）
の
譲
渡
を
い
い
、
外
食
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）
及
び
定
期
購
読
契
約
が
締
結
さ
れ
た
週
二
回
以
上
発
行
さ

れ
る
新
聞
の
譲
渡
（
以
下
「
対
象
品
目
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
消
費
税
負
担
を
他
の
品
目
の
譲
渡
等
よ
り
も
軽
減

す
る
た
め
、
消
費
税
率
を
十
パ
ー
セ
ン
ト
よ
り
低
い
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
対
象
品
目
に
対
す

る
税
率
は
「
軽
減
税
率
」
と
呼
称
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。


